
9月 22日配信 

 

台風一過となりましたが、皆さまご無事でしょうか？ 

さて今回は養育費に関する情報を 4つ集めてみました。 

5つ目はフードドライブのお知らせです。 

 

養育費の受け取りは「子どもの権利」ですが、今年 1月に実施したアンケートでは、養育費を受け

取られている方は 30％にとどまり、受け取られていない方は 53%でした。 

 

なぜ受け取ることができないのか、どうすれば受け取ることができるのか…。 

その支援施策の検討のために、9月 20日（火）にお送りしたアンケートで詳しくお尋ねしていま

す。アンケートへもぜひ回答してくださいね。 

※アンケートは締め切りました。 
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【1】全国一斉司法書士による養育費電話相談会 

（全国青年司法書士協議会） 

 

養育費に関する手続き支援のために、全国の司法書士が相談にのります。 

養育費の取り決めをしていない方、離婚を検討している方、どなたでも可能です。 

 

●日時 9月 25日（日）10:00～16:00 

●電話 ０１２０－５６７－３０１（当日のみの専用電話） 

 ※全国統一フリーダイヤルです。 

●相談料 無料 

●問い合わせ 岡山県司法書士会 

 電話 090-4488-0590（担当 大木） 
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【2】さえずりカフェ＊司法書士専門相談会 

（岡山市ひとり親家庭福祉会） 

 

 ひとり親家庭同士の支え合い「さえずりカフェ」で、司法書士による養育費などの専門相談を行

います。 

 

・何年か前に離婚したが、養育費の取り決めをしていない。 

・離婚に向けて話し合いをしているが、何を話したらよいかわからない。 

・養育費を払ってもらえていないが、相手がどこにいるかわからない。 

・離婚せず別居しているが、生活費がもらえていない。 

・離婚に関する調停制度がわからない。などなど 

 みなさんの「困った」にお答えし、必要な場合は、弁護士さんへもつなぎます。 

 

●会場 きらめきプラザ 2階 6号室（北区南方 2-13-1） 

●日時 9月 25日（日） ①13:00 ②14:00 ③15:00 

●対象 ひとり親家庭の方、または離婚を検討されている方 

●定員（要予約・先着順） 各回 2名（全 6名） 

●参加費 無料 

●託児（要予約・先着順）  

 3歳以上小学 3年生までのお子さんをお預かりします。 

 

●申込締切  9月 22日（木）17:00  

 ※前回配信時から締切が延びました。 

  

●申込み 次のフォームから 

 https://forms.gle/hDSEy8YQ2rEM8Aom9 

●問い合わせ 岡山市ひとり親家庭福祉会 

 電話：090-4576-0008（留守番電話になっています。できればメールでご連絡ください） 

 E-mail：ok.boshikai＠gmail.com 
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【3】養育費確保支援事業 

  ～公正証書等の作成に係る経費を補助します～ 

https://forms.gle/hDSEy8YQ2rEM8Aom9
http://gmail.com/


（岡山市こども福祉課） 

 

養育費が支払われていない理由の一つは「取り決め」をしていないことです。 

そして、支払われなかった時に、給料などを差し押さえることができる「強制執行」が可能な取り決

めをしている人はまだまだ少ないのが現実です。 

岡山市は、公正証書等の策定に係る経費の一部を補助しています。 

 

●内容 6か月以内に策定した、養育費に係る公正証書（強制執行認諾付）、調停調書、確定判

決に係る経費の一部を補助（弁護士等に係る経費は対象となりません） 

 

●対象者 申請時にひとり親で、岡山市内に居住し、現に児童を監護しており、児童扶養手当の支

給を受けている又は同程度の所得水準の方 

 

●補助額 上限 43,000円以内 

※対象となる経費、申請書等必要書類など詳細は次の HPをご覧ください。 

 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000029999.html 

 

●問い合わせ 岡山市こども福祉課 

 電話 086-803-1221 
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【4】養育費・面会交流相談会 

（岡山市こども福祉課） 

 

 元家庭裁判所調査官等の専門家による相談会を毎月第 4火曜日に実施しています。今月は次

のとおりです。 

 

●日時 9月 27日（火）13:00～17:00 

●場所 岡山市北区中央福祉事務所（市役所南側の保健福祉会館 1階） 

●定員 4名（要予約・先着順） 

●申込 9月 22日（木）17:00までに電話で。  

●申込・問い合わせ 岡山市こども福祉課 

 電話 086-803-1221 

  

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000029999.html
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【5】お米などを配布します＜芳泉中学校区の方限定＞ 

（子ども食堂ひだまり） 

 

 地域の方から提供していただいた食料品や日用品をお渡しします。 

 

●日時 10月 2日（日） 10:00～（先着 30組で、準備したものがなくなり次第終了します） 

※緊急事態宣言が発出されていても配布会を実施します。マスクを着用してご来館ください。 

 

●場所 岡山市立南公民館 第 2講座室（南区芳泉 3-2-2） 

●駐車場 12台分あります。芳泉高校の臨時駐車場もお借りしていますのでご利用ください。 

（臨時駐車場地図 https://bit.ly/3wQT7Gc） 

●申し込み 不要 

●お渡しするもの お米、お菓子、日用品、その他 

※持ち帰り用の袋をお持ちください。 

※1家族１セットでお願いします。たくさんの方にお分けしたいと思います。 

 

●主催 子ども食堂ひだまり 

（南公民館で原則毎月第 1日曜日に活動しています。） 

●問い合わせ 岡山市立南公民館 

 電話（086）263-7919 

 HP：https://www.city.okayama.jp/shisei/0000010988.html 

  

  

https://bit.ly/3wQT7Gc
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000010988.html

